
令和２(2020)年
８月４日(火)
第127号

令和２（2020）年８月４日　火曜日（727）

告 示
栃木県告示第451号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域を
指定するので、同条第２項の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定する区域
足利市小俣南町２番７及び２番８の各一部

２　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
砒
ひ

素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物
３　講ずべき汚染の除去等の措置
地下水の水質の測定

（環境保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第452号
　栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号）第７条の規定
により指定管理者から変更の届出があったので、同条例第８条第２項において準用する同条第１項の規定によ
り次のとおり告示する。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

施 設 の 名 称 指定管理者の名称 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 の
年 月 日

栃木県立日光自 株式会社日光自然 指定管理者の 代表取締役 代表取締役 令 和 ２
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然博物館
栃木県奥日光地
区駐車場
栃木県中禅寺湖
畔国際避暑地記
念施設

博物館 代表者の氏名 　小　林　　　博 　沼　尾　正　史 （2020）年
６月15日

（自然環境課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第453号
　次の土地改良区から申請のあった土地改良事業計画の変更に関し、土地改良法（昭和24年法律第195号）第
48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限 所轄農業振興事務所

針ヶ谷土地改良区 針ヶ谷地区土地改良
（維持管理）事業

令和２（2020）年
８月５日から同年
９月２日まで

令和２（2020）年
９月17日

河内農業振興事務所

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第454号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第10条第１項の規定により、次の
土地改良区の土地改良事業計画の変更を認可したので、同法第48条第11項の規定により公告する。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 認 可 年 月 日

城 山 土 地 改 良 区 城山地区土地改良（維持管理）事業 令和２（2020）年７月16日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第455号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和２（2020）年８月４日から同年９月２日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　一般国道
路　線　名　352号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

河内郡上三川町大字下蒲生字道城林
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前
793-１から
河内郡上三川町大字上三川字上野田
4461-２まで

25.4 ～ 28.3 222.4

後

河内郡上三川町大字下蒲生字道城林
793-１から
河内郡上三川町大字上三川字上野田
4461-２まで

28.3 ～ 59.2 222.4

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第456号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和２（2020）年８月４日から同年９月２日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

１
主 要 地 方 道
宇 都 宮 笠 間 線

宇都宮市宿郷２丁目４-２から
宇都宮市宿郷２丁目４-47まで

令和２（2020）年
８月５日

27 主 要 地 方 道
那須黒羽茂木線

大田原市中野内字大谷848-１から
大田原市中野内字中山631-１まで

令和２（2020）年
８月４日

29 主 要 地 方 道
矢 板 那 須 線

那須郡那須町大字高久乙字道上594-80から
那須郡那須町大字高久乙字道上594-242まで

令和２（2020）年
８月４日

34 主 要 地 方 道
黒 磯 黒 羽 線

大田原市中野内字大谷774-１から
大田原市中野内字大谷774-２まで

令和２（2020）年
８月４日

71 一 般 県 道
下岡本上三川線

河内郡上三川町大字上三川2470から
河内郡上三川町大字上三川2937-１まで

令和２（2020）年
８月４日

320 一 般 県 道
二 宮 宇 都 宮 線

河内郡上三川町大字上三川2944-１から
河内郡上三川町大字上三川2604-１まで

令和２（2020）年
８月４日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○令和２（2020）年度採石業務管理者試験の実施
　採石法（昭和25年法律第291号）第32条の13に規定する採石業務管理者試験を次のとおり実施するので、採
石法施行規則（昭和26年通商産業省令第６号）第８条の７の規定により公告する。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　試験日時
令和２（2020）年10月９日（金）
午前10時から正午まで（120分）

２　試験場所
栃木県庁研修館402研修室
宇都宮市塙田１丁目１番20号

３　試験科目
⑴　岩石の採取に関する法令事項（環境保全等関係法令事項を含む。）
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⑵　岩石の採取に関する技術的な事項（岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ（脱水処
理に伴って生ずる湿状の岩石粉をいう。）の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関す
る技術的な事項）

４　受験手続
⑴　受験願書及び添付書類
　採石法施行規則第８条の９の規定による受験願書１部、写真２葉（縦６㎝、横5.5㎝の正面上半身像
で、受験願書提出前６月以内に撮影したもの。その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載すること。）
⑵　願書受付期間
令和２（2020）年９月７日（月）から同月23日（水）まで
ただし、郵送分については、同日の消印のあるものまで有効

⑶　受験手数料
栃木県収入証紙8,100円分（受験願書に貼ること。）

⑷　受験資格
特になし

⑸　願書提出先及び問合せ先
栃木県産業労働観光部工業振興課鉱政担当（本館６階）
〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号　☎028（623）3197

⑹　合格者の発表
ア　合格発表の日時
令和２（2020）年10月30日（金）午前10時

イ　合格発表の場所
県庁屋外掲示場に掲示する。
また、産業労働観光部工業振興課のホームページに合格者の受験番号を掲載する。

ウ　合格証の交付
合格発表後、合格者には、合格証を郵送により交付する。

⑺　その他
　受験願書は、栃木県産業労働観光部工業振興課に備え付けるとともに、県ホームページに掲載する。
　なお、受験願書の郵送を希望する場合は、表に「採石業務管理者試験受験願書請求」と朱記した封筒
に、84円分の切手を貼った返信用封筒（送付先住所及び氏名を明記すること。）を同封の上、請求するこ
と。

（工業振興課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第25号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、斉藤たかあきを支える会から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団体の収支
報告書の要旨の公表（平成27年11月27日栃木県選挙管理委員会告示第68号）の一部を次のとおり訂正する。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　
　政治団体の平成26（2014）年に係る収支報告書の要旨において、「斉藤たかあきを支える会」の収支報告書
の要旨のうち
「３　本年収入の内訳  
　　寄附 1,788,953
　　　個人分 1,312,953
　　　政治団体分 476,000
　　機関紙誌の発行その他の事業による収入 100,000
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　　　とちぎ新政策研究会 ‶第４回総会・第１回研修会" 開催事業 50,000 を
　　　とちぎ新政策研究会 ‶第２回研修会" 開催事業 50,000
　　その他の収入 697,047
　　　家賃収入 300,000
　　　備品・消耗品費収入 109,729
　　　一件十万円未満のもの 287,318 」
「３　本年収入の内訳  
　　寄附 1,781,732
　　　個人分 1,305,732
　　　政治団体分 476,000
　　機関紙誌の発行その他の事業による収入 100,000
　　　とちぎ新政策研究会 ‶第４回総会・第１回研修会" 開催事業 50,000 に、
　　　とちぎ新政策研究会 ‶第２回研修会" 開催事業 50,000
　　その他の収入 704,268
　　　家賃収入 300,000
　　　備品・消耗品費収入 109,729
　　　一件十万円未満のもの 294,539 」
「５　寄附の内訳」項「〔個人分〕」中
「　齋藤　孝明 202,953 宇都宮市 」を
「　齋藤　孝明 195,732 宇都宮市 」に改める。
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年８月４日

栃木県畜産酪農研究センター所長　　本　　澤　　延　　介　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　搾乳ロボット　一式
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　令和３（2021）年３月15日（月）までに据付工事を完了すること。
⑷　納入場所　栃木県畜産酪農研究センター（栃木県那須塩原市千本松298）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき「機械器具、車両類」の入札参加資格
を有するものと決定された者であること。
⑶　令和２（2020）年９月14日（月）から同月15日（火）までの間において、栃木県競争入札参加資格者指
名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であ
ること。
⑷　購入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されているものであるこ
と。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等
〒329-2747　栃木県那須塩原市千本松298　栃木県畜産酪農研究センター総務課
電話 0287-36-0230

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　令和２（2020）年８月４日（火）から同年９月14日（月）までの
日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで⑴の場所
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　令和２（2020）年９月14日（月）午後５時　⑴の場所に持参又は郵
送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　開札の日時及び場所　令和２（2020）年９月15日（火）午前10時　栃木県畜産酪農研究センター第１
会議室

⑷　入札方法　１の⑴の件名で総価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当
する額を加算した金額（該当金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
　併せて、入札者が納品しようとする物品について仕様書に記載された機能、性能と同等以上であること
が分かる書類を作成し提出しなければならない（詳細は入札説明書による。）。
ア　入札参加申請書の提出期間、提出場所及び提出方法　令和２（2020）年８月７日（金）から同月31日
（月）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５
時までに⑴の場所に持参又は郵送すること。ただし、郵送の場合は、書留郵便で提出期日までに必着の
こと。
イ　確認結果の通知　令和２（2020）年９月４日（金）までに発送する。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から７号までに掲
げる入札に係る入札書は無効とする。
⑷　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で、
最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書の作成の要否　要
⑹　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be putchased:
Milking Robot 1set

⑵　Time and Date of bidding:
5:00 p.m., Sep 14, 2020

⑶　Information is available at:
Livestock and Dairy Research Center
Department of agriculture
Tochigi Prefecture
298 Senbonmatu, Nasushiobara, Tochigi 329-2747
TEL 0287-36-0230

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────


